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選 挙 管 理 委 員 会 規 程 

 

滋賀県選挙管理委員会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程の一部を改正する規程をここ

に公布する。 

令和６年４月２日 

 滋賀県選挙管理委員会委員長 吉 田 清 一 

滋賀県選挙管理委員会規程第１号 

滋賀県選挙管理委員会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程の一部改正 

滋賀県選挙管理委員会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程（平成16年滋賀県選挙管理委

員会規程第４号）の一部を次のように改正する。 

本則中「規定」とあるのは「」の右に「政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第20条の２第２項（写しの交付の

請求に係る部分に限る。）および」を、「第５条」と、」の右に「同規則第６条中」を加える。 

付 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

選 挙 管 理 委 員 会 告 示 

 

滋選委告示第21号 

令和５年４月９日執行の滋賀県議会議員一般選挙に係る公職選挙法（昭和25年法律第100号）第192条第１項の規定

に基づき、同法第189条第１項の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入および支出の報告書の要旨を次のと

おり公表する。 

令和６年４月２日 

 滋賀県選挙管理委員会委員長 吉 田 清 一 

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

１ 選挙の種類  令和５年４月９日執行滋賀県議会議員一般選挙（甲賀市選挙区） 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額） 5,893,600 円 

３ 報告書の要旨 
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  収 入    支 出   

主 た る 寄 附      

（氏名・団体名） （職業） （寄附額）    

自由民主党滋賀県支部連合会 150,000 円 人 件 費  ０円 

   家 屋 費  146,850 円 

   選挙事務所費  146,850 円 

   集 合 会 場 費  ０円 

   通 信 費  ０円 

   交 通 費  ０円 

   印 刷 費  ０円 

   広 告 費  ０円 

   文 具 費  ０円 

   食 糧 費  ０円 

   休 泊 費  ０円 

   雑 費  ０円 

そ の 他 の 寄 附 ０件 ０円    

そ の 他 の 収 入  ０円    

今  回  計  150,000 円 今  回  計  146,850 円 

前  回  計  2,740,000 円 前  回  計  2,914,786 円 

総    計  2,890,000 円 総    計  3,061,636 円 

支出のうち公費負担相当額 

項    目 金   額 

ビラの作成 ０円 

ポスターの作成 ０円 

計 ０円 

   

報 告 書 受 理 年 月 日 令和６年１月31日   第３回報告分 

 

滋選委告示第22号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書について、同法

第20条第１項の規定に基づき、令和３年滋選委告示第96号（政治団体の収支報告書の要旨の公表）の一部を次のよう

に改正する。 

令和６年４月２日 

 滋賀県選挙管理委員会委員長 吉 田 清 一 

 政治資金規正法第12条第１項の規定に基づく政治団体の収支報告書の要旨Ⅰ令和２年分［政党の支部］自由民主党

滋賀県支部連合会中 

「 政経パーティー                 35,720,000 大津市」を 

「 政経パーティー（1,787人）            35,720,000 大津市」に改める。 

 

滋選委告示第23号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書について、自由 

民主党草津市矢倉支部会計責任者丸岡正則から訂正の報告があったので、同法第20条第１項の規定に基づき、令和３

年滋選委告示第96号（政治団体の収支報告書の要旨の公表）の一部を次のように改正する。 

令和６年４月２日 

 滋賀県選挙管理委員会委員長 吉 田 清 一 

候 補 者 氏 名 小 河 文 人 所属党派 無所属  令和５年４月25日から 

期間        第３回分 

 令和５年６月12日まで 出納責任者氏名 小 河 輝 雄 
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政治資金規正法第12条第１項の規定に基づく政治団体の収支報告書の要旨Ⅰ令和２年分［政党の支部］自由民主党草

津市矢倉支部中 

「１ 収入総額                   289,475」を 

「１ 収入総額                   269,475」に、 

「   本年収入額                 106,400」を 

「   本年収入額                  86,400」に、 

「 本部又は支部から供与された交付金に係る収入    26,000 

   自由民主党滋賀県第三選挙区支部         6,000 を 

   自由民主党草津市支部連絡協議会         20,000」 

「 本部又は支部から供与された交付金に係る収入    6,000 

   自由民主党滋賀県第三選挙区支部         6,000」 
に改める。 

 

滋選委告示第24号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書について、中土

しょうたと湖南ミライプロジェクト会計責任者青木樹志から訂正の報告があったので、同法第20条第１項の規定に基

づき、令和３年滋選委告示第96号（政治団体の収支報告書の要旨の公表）の一部を次のように改正する。 

令和６年４月２日 

 滋賀県選挙管理委員会委員長 吉 田 清 一 

 政治資金規正法第12条第１項の規定に基づく政治団体の収支報告書の要旨Ⅰ令和２年分［その他の政治団体］中土

しょうたと湖南ミライプロジェクト中 

「中土翔太                     100,000 

小西徹次朗                    200,000」 
を 

「中土翔太                      300,000」に改める。 

 

滋選委告示第25号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書について、日本

母親連盟滋賀支部（現・市民がつくる政治の会関西支部）会計責任者山田由美子から訂正の報告があったので、同法

第20条第１項の規定に基づき、令和３年滋選委告示第96号（政治団体の収支報告書の要旨の公表）の一部を次のよう

に改正する。 

令和６年４月２日 

 滋賀県選挙管理委員会委員長 吉 田 清 一 

 政治資金規正法第12条第１項の規定に基づく政治団体の収支報告書の要旨Ⅰ令和２年分［その他の政治団体］日本

母親連盟滋賀支部中 

「１ 収入総額                   1,246,744」を 

「１ 収入総額                   1,263,744」に、  

「    本年収入額                  687,784 

２ 支出総額                   600,214」 
を 

 
「    本年収入額                  704,784 

２ 支出総額                   613,852」 
に、 

 
「 機関紙誌の発行その他の事業による収入      656,780 

   ｚｏｏｍイベント                  77,780」 
を 

 
「 機関紙誌の発行その他の事業による収入      673,780 

   ｚｏｏｍイベント                  94,780」 
に、 

 
「 政治活動費                    600,214 

組織活動費                   12,334」 
を 

 
「 政治活動費                    613,852 

組織活動費                   25,972」 
に改める。 

 

滋選委告示第26号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の届出があった。 
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令和６年４月２日 

 滋賀県選挙管理委員会委員長 吉 田 清 一 

 

設立届出年月日 政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 備考 

令和６.２.７ 鹿深志誠会 小 河 文 人 小 河 文 人 甲賀市信楽町長野1251－１  

令和６.２.26 辻としき後援会 辻   利 樹 辻   利 造 
犬上郡多賀町大字多賀1227 

番地69 
 

 

滋選委告示第27号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体の届出事項の異動の届出

があった。 

令和６年４月２日 

 滋賀県選挙管理委員会委員長 吉 田 清 一 

 

   政治団体の名称 角田航也後援会 

 代表者の氏名 角 田 航 也 

 異動事項  

新  事 務 所 の 所 在 地 米原市顔戸1058－１ 

旧  事 務 所 の 所 在 地 米原市飯590 

    異動年月日 令和５.５.１ 

  

   政治団体の名称 日本薬業政治連盟滋賀県支部 

 代表者の氏名 森   康 之 

 異動事項  

新  代 表 者 森   康 之 

旧  代 表 者 川 端 一 生 

    異動年月日 令和５.６.22 

 

   政治団体の名称 全東レ滋賀民友会 

 代表者の氏名 五十嵐 丈 二 

 異動事項  

新  代 表 者 五十嵐 丈 二 

旧  代 表 者 疋 田   功 

    異動年月日 令和５.７.13 

 

   政治団体の名称 幸福実現党琵琶湖西後援会 

 代表者の氏名 安 封 昂 雄 

 異動事項  

新  会 計 責 任 者 小 池   徹 

旧  会 計 責 任 者 古 田 和 美 

    異動年月日 令和５.７.25 

 

   政治団体の名称 中嶋あきお後援会 

 代表者の氏名 奥 野 克 秋 

 異動事項  

新  会 計 責 任 者 馬 淵 一 已 

旧  会 計 責 任 者 本 村 久美雄 

    異動年月日 令和５.９.１ 
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   政治団体の名称 緑の会 

 代表者の氏名 嘉 田 由紀子 

 異動事項  

新 

 国会議員関係政治団体 

の 区 分 
法第19条の７第１項第１号および第２号に係る国会議員関係政治団体 

公職の候補者の氏名 

お よ び 公 職 の 種 類 

（ 第 ２ 号 ） 

嘉 田 由紀子 

参議院議員 

旧 

 国会議員関係政治団体 

の 区 分 
法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体 

公職の候補者の氏名 

お よ び 公 職 の 種 類 

（ 第 ２ 号 ） 

－ 

    異動年月日 令和５.12.１ 

 

   政治団体の名称 住みよい近江八幡市をつくる会 

 代表者の氏名 井 上 佐由利 

 異動事項  

新 
 事 務 所 の 所 在 地 

会 計 責 任 者 

近江八幡市堀上町179 

坪 田 佐登美 

旧 
 事 務 所 の 所 在 地 

会 計 責 任 者 

近江八幡市江頭町808 

前 川   淳 

    異動年月日 令和６.１.21 

 

   政治団体の名称 大岡敏孝後援会 

 代表者の氏名 大 岡 敏 孝 

 異動事項  

新  会 計 責 任 者 大 岡 敏 孝 

旧  会 計 責 任 者 冨加見 嘉一郎 

    異動年月日 令和６.２.２ 

 

   政治団体の名称 片岡真後援会 

 代表者の氏名 片 岡   真 

 異動事項  

新  会 計 責 任 者 片 岡   真 

旧  会 計 責 任 者 福 山 祐 子 

    異動年月日 令和６.２.14 

 

   政治団体の名称 明日の滋賀をつくる会 

 代表者の氏名 遠 藤   貢 

 異動事項  

新  代 表 者 遠 藤   貢 

旧  代 表 者 井 手   修 

    異動年月日 令和６.２.15 
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   政治団体の名称 すおう清二後援会 

 代表者の氏名 平 井 康 博 

 異動事項  

新  会 計 責 任 者 周 防 清 二 

旧  会 計 責 任 者 中 西 健 治 

    異動年月日 令和６.２.25 

 

   政治団体の名称 かんだ健次後援会 

 代表者の氏名 山 本 忠 興 

 異動事項  

新  会 計 責 任 者 小 林 道 夫 

旧  会 計 責 任 者 夏 原 良 三 

    異動年月日 令和６.３.１ 

 

   政治団体の名称 八田けんじ後援会 

 代表者の氏名 大 伴 克 巳 

 異動事項  

新  会 計 責 任 者 大 倉 一 也 

旧  会 計 責 任 者 柳 田   功 

    異動年月日 令和６.３.１ 

 

滋選委告示第28号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、次のとおり政治団体の解散の届出があった。 

令和６年４月２日 

 滋賀県選挙管理委員会委員長 吉 田 清 一 

 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 解散年月日 備考 

自由民主党滋賀県 

守山市第一支部 
岩 佐 弘 明 岩 佐 みち江 守山市守山６丁目１－38 令和５.12.31  

いわさ弘明後援会 藤 井 義 正 藤 井 義 正 守山市矢島町920－３ 令和５.12.31  

尾﨑信一郎とおう 

み八幡の未来をひ 

らく会 

森 田 英 一 尾 﨑 信一郎 
近江八幡市中小森町689－ 

10 
令和５.12.31  

國枝としたか後援 

会 
國 枝 敏 孝 國 枝 敏 孝 守山市金森町795番地 令和５.12.31  

田渕潤治後援会 田 渕 潤 治 田 渕 潤 治 
湖南市北山台２丁目12番 

地の３ 
令和５.12.31  

浜本まこと後援会 山 崎 威久磨 濱 本 まこと 栗東市安養寺２－10－19 令和５.12.31  

山﨑直規後援会 山 﨑 直 規 山 﨑 直 規 守山市二町町270－２ 令和６.１.30  

尾谷ただし後援会 尾 谷 忠 之 尾 谷 昌 代 
犬上郡多賀町大字多賀235 

番地５ 
令和６.２.１  

川合ひろし後援会 川 合   宏 川 合   宏 彦根市幸町47－６ 令和６.３.１  

 

滋選委告示第29号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。 

令和６年４月２日 

 滋賀県選挙管理委員会委員長 吉 田 清 一 
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資金管理団体の届出を 

した者（  代表者)氏名 
公職の種類 

資金管理団体 

の 名 称 

主たる事務所の 

所 在 地 
指定年月日 備考 

小 河 文 人 県 議 会 議 員 鹿深志誠会 
甲賀市信楽町長野

1251－１ 
令和６.１.20  

 

滋選委告示第30号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第３号の規定により、次のとおり資金管理団体の届出事項の

異動の届出があった。 

令和６年４月２日 

 滋賀県選挙管理委員会委員長 吉 田 清 一 

 

 資金管理団体の届出をした者の 

 氏名 
角 田 航 也 

   資金管理団体の名称 角田航也後援会 

  異動事項  

新  主たる事務所の所在地 米原市顔戸1058－１ 

旧  主たる事務所の所在地 米原市飯590 

    異動年月日 令和５.５.１ 

 

滋選委告示第31号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第２号の規定により、次のとおり資金管理団体でなくなった

旨の届があった。 

令和６年４月２日 

 滋賀県選挙管理委員会委員長 吉 田 清 一 

 

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日 備考 

山 﨑 直 規 山﨑直規後援会 令和６.１.30  

川 合   宏 川合ひろし後援会 令和６.３.１  
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